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ご本人確認書類ご提出のお願い

ET1026('13.11)

タテ・ヨコどちらでも結構です。裏面のある書類及び大きくてはみ出す
ものは、のり貼りはしなくて構いません。

本人確認書類の台紙以外にはご使用になりませんようお願いいたします

のりしろ （ここにのりで貼ってください。）のりしろ （ここにのりで貼ってください。）のりしろ （ここにのりで貼ってください。）

のり付けしてください。

※ご本人確認書類の有効期限をご確認ください。
※ご住所変更に伴い運転免許証を添付される場合は、表裏の両面のコピーが必要です。
　公安委員会の印がはっきり写るようコピーしてください。
※本人確認書類の全体が鮮明に写るようにコピーしてください。

以下のいずれか1点を添付ください（コピー可）。ご提出いただく告知書の内容と本人確認書類（コピー）が異なる場合、告知書の内容
を二重線にて修正（ご捺印）のうえ、ご提出ください。

ご本人確認のための書類（ご本人確認書類）が必要となります。現住所、お名前、生年月日の3項目を確認できる書類をご用意ください。

［ご提出いただく際の注意事項］
・書類の種類毎に有効期限が違いますのでご注意ください。 ・貼付書類の確認範囲内を加工（塗潰し、切り取り等） されていた場合は

受理できない場合があります。・本人確認書類の全体が鮮明に写るようにコピーしてください。
・有効期限は、当社に到着した時点で期限内のもののみ有効です。

添付種類 ご注意事項有効期限

・ご住所、お名前等を変更された場合は、裏表の両面のコピーが必要です。
また、公安委員会の印がはっきり写るようコピーしてください。

有効期限内運転免許証のコピー

・住所が記入されていることが必要です。

・発行印、発行日が記載されていることが必要です。

各種健康保険証のコピー

発行後6ヶ月以内

発行後6ヶ月以内

印鑑証明書

・氏名、住所、生年月日が記載されていることが必要です。有効期限内住民基本台帳カードのコピー

住民票の写し

住民票の記載事項証明書

・ご住所、ご氏名等を変更された場合は、裏表の両面のコピーが必要です。
また、公安委員会の印がはっきり写るようコピーしてください。

・平成 24 年 4 月 1 日以降発行したものに限ります。

・複数枚のものは、すべてのページが必要です。
・コピー提出の場合で、発行印、発行日が裏面に記載がある場合、裏面のコピー

も必要です。

－

－

運転経歴証明書のコピー

・年金の名称、氏名、住所、生年月日が記載されていることが必要です。各種年金手帳のコピー

有効期限内在留カードのコピー

有効期限内特別永住者証明書のコピー

・ご住所、ご氏名等を変更された場合は、裏表の両面のコピーが必要です。　
  （みなし期間内の旧外国人登録証明書（裏表の両面のコピーが必要）等もご提

出可能ですが、在留資格が「特定活動」に該当するお客様は、旅券に添付され
ている「指定書」も必要です。）  

書類内記載の場合有




